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教育委員会（議案･報告）第 5号 

（所 管）総務部  教育政策課 

件  名 
 第 4 期未来をつくる堺教育プラン～未来を切り拓く力の育成～の策定につい

て 

提 案 理 由 

 「第 3期未来をつくる堺教育プラン」の計画期間が令和 7年度で終了するた

め、令和 8年度から令和 12年度までの本市教育の基本的な方向性を示す「第 4

期未来をつくる堺教育プラン～未来を切り拓く力の育成～」の策定について、

提出するものである。 

議案（報告）の 

概要又は要旨 

令和7年11月14日の教育委員会定例会において教育長の報告として報告した

「第4期未来をつくる堺教育プラン（案）」について、校長会、パブリックコ

メント、（仮称）次期堺市教育振興基本計画策定懇話会等からの意見等をふま

え、必要な修正を行い、最終案を作成した。 

 

■プランの内容 

 第1章 プランの概要・本市の教育理念 

  1 プランの概要 

  2 本市の教育理念 

 第2章 教育を取り巻く現状と課題 

  1 国における教育施策の主な動向 

  2 本市の教育を取り巻く現状 

  3 「第3期未来をつくる堺教育プラン」の総括 

 第3章 プランの内容 

  1 めざす教育像 

  2 プランとSDGsの関係 

  3 基本的視点 

  4 施策体系 

 第4章 プランの推進体制 

  1 プランの推進体制 

2 成果指標一覧 

 資料編 

  1 懇話会 

  2 ワーキンググループの取組 

  3 こどもの意見 

  4 パブリックコメントの結果 

  5 用語解説 



 

備 考 

■公表及び周知の方法 

 本編、概要版、こども版について市ホームページで公開、市政情報センタ

ー、区役所市政情報コーナー、図書館に配架する。 

議決後必要と 

なる取組 

この案件の教育委員会議決後は、 

□ 上記案により、公布する。 

□ 令和  年 第  回市議会（定例会・臨時会）に提出する議案につい

ては、異議がないものとして回答する。 

■ その他（上記備考のとおり、公表する。） 
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次のとおり、第 4 期未来をつくる堺教育プラン～未来を切り拓く力の育成～を策定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令 和 8 年 2 月 1 3 日 

堺 市 教 育 委 員 会 

教育長  関  百合子 

 

 












































































